
当別町の皆様へ 平成２２年１月２２日版

　新型インフルエンザは、感染力は強いのですが、多くの方が軽症のまま回復して
おり、治療薬（タミフル、リレンザ）が有効です。ただし、基礎疾患を有する人や
妊婦は重症化の可能性があり、注意が必要です。
　今回、新型インフルエンザワクチンについてこのパンフレットにまとめました。

　新型インフルエンザワクチンは、当面、提供できる量に限りがあるため、より必要
性の高い方々に接種の機会が提供されるよう、国において、優先接種対象(表１)を決
定しています。 優先接種対象者以外の方々も、優先接種が終了次第、流行の状況や
接種状況、供給量を踏まえ、対応していきます。

　優先接種対象となる方は、ワクチン接種効果とリスク等をご理解の上で、個人の選
択により接種を受けていただくようお願い致します。
　また、接種スケジュールの前倒しや接種回数の変更も考えられますので、今後も
最新の情報をご確認いただけますようお願い致します。

今回の新型インフルエンザワクチンは、これまでのデータから症状が重くなったり、
亡くなったりすることを防ぐには一定の効果が認められています。ただし、感染防
止の効果は証明されておらず、接種したからといって、かからないわけではありま
せん。また、接種後、はれたり、熱が出るなどの症状が見られたりするほか、まれ
に重篤な症状を引きおこす可能性もあります。

国内産のワクチンについては、安全性は長年接種されてきた季節性インフルエンザ
ワクチンと同程度と考えられています。
輸入されるワクチンに関しては、海外で承認されていることを前提として、有効性・
安全性を確認してから実際の接種をはじめます。

ワクチンについての疑問① ワクチンについての疑問②
今までに感染した人でも、 季節性インフルエンザワクチンは新型インフル

ワクチンの接種が必要ですか？ エンザにも効果はあるのでしょうか？

一般的に、新型インフルエンザに感染し
て発症した方は、免疫を持っていると考
えられるため、予防接種をする必要はな
いと考えられます。ただし、確実に感染し
たと言えるのは、専門の検査（ＰＣＲ検査
等）でウイルスの確認が行われた方にな
ります。

効果は期待できません。それぞれのワクチンを接種
する必要があります。季節性インフルエンザワクチン
の接種を希望する場合は、１２月中旬頃までに接種
をすることが望ましいとされています。国内産の新型
インフルエンザワクチンと、季節性インフルエンザワ
クチンの同時接種は、医師が必要と認められた場合
には実施可能と考えられています。
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「母子健康手帳」（原則、かかりつけ医のいる産婦人科で接種）

１回目　

かかりつけ医が接種する場合は不要 　３，６００円　

２回目　
　２，５５０円

   

※「基礎疾患（最優先）」と｢基礎疾患（その他）」は、主治医が判断することとなります。 ※上記の情報は1月2２日現在であり、スケジュール・接種回数等は変更する場合があります。
※１歳未満の等の保護者等とは、１歳未満の保護者等と優先接種対象者(幼児～小学校３年生まで。 　今後、道より新たな情報が公開され次第、町のホームページでもお知らせ致します。(裏面)

　　ただし、基礎疾患者には年齢制限なし)のうち身体上の理由により予防接種が受けられない場合の保護者等。

予約開始日 接種開始日

健康成人（１９～６４歳）
平成22年

1月２２日(金)
平成22年

1月２２日(金)

接種ｽｹｼﾞｭｰﾙ
接種時の提示書類リスト

高校生

接種対象者区分

妊　婦

基礎疾患を有する方（最優先）

基礎疾患を有する方（その他）

＊妊婦には専用のワクチンを産婦人科のみに配備しているため、
かかりつけ医で接種するのが最善

「各種健康保険被保険者証」又は「住民票」又は「学生証」
※特に、中３、高３の方は、予約時にその旨を申し出ていただくととも

に、接種日には必ず学生証(生徒手帳)を持参してください。

「母子健康手帳」又は「各種健康保険被保険者証」

＊かかりつけ医ではない医療機関で接種する場合は、かかり
つけ医が発行する「優先接種対象者証明書」

「母子健康手帳」又は「各種健康保険被保険者証」
又は「住民票」

「各種健康保険被保険者証」又は「住民票」

中学生

予約・接種ともに
開始されています。

接種費用

（１回目と異なる医療
機関で接種する場合は
３，６００円）

＊市町村民税非課税世
帯の方・生活保護受給
世帯の方は無料となり
ます。

幼児
（１歳～就学前）

小学生１～３年生

１歳未満児等の保護者等

小学生４～６年生

「各種健康保険被保険者証」又は「運転免許証」
又は「住民票」

高齢者(６５歳以上)
平成22年
1月８日(金)

平成22年
１月１9日(火)

接種までの流れ

３
接種時の提示書類
の用意 接種の予約 接種の実施

接種時には、対象であることを証
明するため、提示書類が必要とな
ります。「接種時の提示書類リス
ト」(下記)をご確認ください。

接種をする医療機関に予約を入
れてください。詳しくは、各医
療機関にお問い合わせくださ
い。

接種後は、接種部位にはれが出たり
といった反応がでるかもしれませ
ん。ほとんどの場合、軽い一過性の
症状でおさまりますが、気になる症
状が出たり、長引いたりするときに
は医師に連絡してください。

 

　ゆとろ窓口での手続きにより、接種費用をお支払いします。
　 ゆとろへの来所が難しい場合は、お問い合わせ下さい。

ゆとろ窓口での手続きにて必要な持ち物
①「新型インフルエンザ予防接種済証」
②医療機関が発行する領収書等
③振込先が確認できるもの（口座番号の控えや通帳など）
④印鑑

１回接種の方
・妊婦・基礎疾患を有する方・１歳未満児の保護
者等　・中学生・高校生・65歳以上の方
・健康成人（19～64歳）

１ ２

２回接種の方
・1歳～13歳未満
・基礎疾患のために免疫力が低下している患
者（医師の判断による）

手続きしないで接種してしまった場合は・・・

接種費用
免除の
手続き

【接種対象者のうち　市町村民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方】

①市町村民税非課税世帯の方

②町内で接種する生活保護受給世帯の方

③町外で接種する生活保護受給世帯の方

接種時に「証明書」が必要となります。申請の手続きは右記にて行っております
ので、直接お越しいただくか、ご連絡ください。

医療機関窓口にて生活保護受給証明書をご提示ください。

町から接種する医療機関に連絡しますので右記までご連絡ください。 【お問い合せ】

　　当別町総合保健福祉センター
ゆとろ内

福祉課保健サービス係
（電話：23－2346）

表１

矢印の期間に対象
者の大部分が接種
できるという意味
であり、矢印の期
間後であっても
（新たに対象者と
なる方を含む）接
種可能です。



＊基礎疾患を有する方や妊婦の方は、原則かかりつけ医にて接種
　となります。

　　※基礎疾患を有する方とは・・・
　　　　慢性疾患・血液疾患・糖尿病・疾患や治療に伴う免疫抑制状態・
　　　小児慢性疾患等で、主治医の判断により「最優先」と「その他」と
　　　判断した方

＊かかりつけ医で接種を行っていない場合や、かかりつけ医のいない
　方は町内では下記医療機関にて接種することができます。

【かかりつけ医がいない場合でも接種できる町内医療機関】
電　　話

堀江病院 樺戸町106 ２２－３１１１ 中学生以上

近藤医院 園生54-7 ２３－２０２１

とうべつ整形外科医院 六軒町72-4 ２５－５０４０

おくやま
内科・外科ｸﾘﾆｯｸ

＊上記以外の接種医療機関については、下記お問い合わせ窓口まで、
　ご連絡ください。

医療機関名

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ通り
内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ

太美町1488

幸町51-32

住　　　　　所 備考

２５－３１５１

２７－５５２２ 中学生以上

　
今後、道より接種医療機関が公開され次第、町のホームページでもお知らせいたします。
＊当別町ホームページ
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp

【お問い合せ窓口】

当別町総合保健福祉センター　ゆとろ内
    福祉課保健サービス係
電話　23－2346

（受付時間　平日８：４５～１７：１５）


